
安心して暮らせる
健康福祉のまちを創る

施策体系

第１章 保健福祉基盤の充実を図る

第１節　地域福祉の推進
第２節　地域保健福祉体制の充実

第２章 健康づくりを推進する

第１節　保健サービスの充実
第２節　医療体制の充実
第３節　食の安全と環境衛生の推進

第３章 明るく活力ある超高齢社会を構築する

第１節　介護予防・生きがい対策の推進
第２節　在宅サービスの充実
第３節　施設サービスの充実

第４章 安心して子どもを生み、育て、働ける環境づくりを推進する

第１節　子育て支援施策の推進
第２節　子どもと母親の健康づくりの推進
第３節　健全育成環境づくりの推進
第４節　支援を必要とする子どもや家庭への対応

第５章 障害のある人もない人も共に暮らせる社会を実現する

第１節　障害児療育の充実
第２節　自立と社会参加の促進
第３節　地域生活の支援強化
第４節　施設サービスの充実

第３部

安心して暮らせる
健康福祉のまちを創る
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第１章　保健福祉基盤の充実を図る

第１節　地域福祉の推進

施策展開

○ 住民参加により策定した地域福祉計画の推進を図るため、市及び区の協議会を設置し、地
域福祉＊に関する理解を広め、多くの住民の参加を促進します。
○ ボランティア活動に関する情報を一元的に提供する場を整備します。
○ 地域で生活する高齢者や障害者、子育て家庭を地域で生活する市民によって支える仕組み
をつくり、支援を行います。
　

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

地域福祉＊の推進

［新規］� （市）

− 市・区地域福祉計画推進協議会設置
地域福祉活動拠点の整備　12か所
地域福祉推進モデル事業　12団体
� （保健福祉総務課）

実施
完了
完了

保健福祉センターの整備

◯再� （市）

１か所 整備　５か所
［中央区、花見川区、稲毛区、緑区、美浜区］
� （保健福祉センター整備室）

全区に完成

ボランティアズカフェ＊の整備

◯再［新規］� （市）

− 駅前などの交通の利便性の高い場所に、気軽に
立ち寄れる情報発信拠点を設置し、総合的なボ
ランティア情報の提供等を行う場の整備
　１か所
� （市民総務課）

実施

ファミリー・サポート・センター＊の
充実
◯再［拡充］� （市）

− 各区にサブリーダーを配置
　各区　２人
� （子育て支援課）

実施

障害のある子どもの学校生活サポート

◯再［新規］� （市）

− 学校生活で支援の必要な子どもに対してボラン
ティアを派遣
� （養護教育センター）

実施

マミーズサポート

◯再［新規］� （市）

− 保健福祉センターにおいて、月１回程度、ボラ
ンティアによる預かり保育、育児相談等を実施
　６か所
� （子育て支援課）

実施

災害時要援護者名簿システムの整備

［新規］� （市）

− システム整備

� （高齢福祉課）

整備、運用
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第３部　安心して暮らせる健康福祉のまちを創る

第２節　地域保健福祉体制の充実

施策展開

○ 市民一人ひとりの保健福祉ニーズにあわせた相談からサービス提供までを総合的かつ効率
的に行う保健福祉の拠点施設として、保健福祉センターの各区への整備を推進します。
○ 高齢化の進展、医療や看護の高度化・多様化等に伴い、需要が増大している看護師を育成
し、市内の医療機関等への安定的な供給を図るため、看護師養成施設の整備を推進しま
す。
　

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

保健福祉センター総合相談窓口の整備
拡充
［拡充］� （市）

− インターネットを活用した情報提供の充実

� （保健福祉総務課）

実施

保健福祉センターの整備

� （市）

１か所 整備　５か所
［中央区、花見川区、稲毛区、緑区、美浜区］
� （保健福祉センター整備室）

全区に完成

看護師養成施設の整備

� （市）

整備中 中央区青葉町

� （健康企画課）

完成
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第２章　健康づくりを推進する

第１節　保健サービスの充実

施策展開

○ 口腔の健康は全身の健康づくりにつながるため、歯周疾患＊検診受診率の向上を図り、
8020（ハチマルニイマル）運動＊を積極的に展開するとともに、各ライフステージ＊に応
じた歯科保健体制の充実に努めます。
○ 疾病の早期発見を図るため、検診内容の拡充や受診率の向上に努めるとともに、メタボ
リックシンドロームに着目した特定健康診査、特定保健指導を新たに実施し、実施率の向
上に努めるほか、国民健康保険加入者等の人間ドック、脳ドック＊の定員を拡大します。

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

歯周疾患＊検診の受診率向上
［拡充］� （市）

10.2% 歯周疾患＊検診受診率の向上
� （健康企画課）

16.5%

健康診査、検診体制の充実

［拡充］� （市）

50.9%
27.0%

基本健康診査受診率の向上
骨粗しょう症検診受診率の向上
� （健康企画課）

−
37.8%

特定健康診査、特定保健指導の充実

［新規］� （市）

−
−

特定健康診査実施率の向上
特定保健指導実施率の向上
� （健康保険課）

59％
42％

人間ドック、脳ドック＊の充実

［拡充］� （市）

5,000人
900人

定員の拡大
　人間ドック　1,500人増
　脳ドック＊ 　1,200人増
� （健康保険課）

6,500人
1,100人

　

第２節　医療体制の充実

施策展開

○ 両市立病院の千葉保健医療圏＊における役割を評価し、周産期医療＊などの高度専門医療
への対応や経営改善に向けた調査・分析を行います。
○ 両市立病院でより質の高い医療を効率よく提供できるよう病院情報システムや医療機器の
整備などを推進します。また、地域医療の充実を図るため、優秀な医師を養成する卒後医
師臨床研修を拡充するとともに、看護師養成体制を整備します。
○ 両市立病院の医師の事務的な業務負担の軽減を図るとともに、医療の質や患者のサービス
の向上につながる「医療クラーク」＊を導入します。
○ 休日・夜間等の急病患者に対する救急医療を確保するため、診療科目の拡充など救急医療
体制の充実に努めます。
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○ 公共施設等へ自動体外式除細動器（AED）＊の設置を推進し、突然の心停止（心室細動等）
の際に、緊急に行う救命処置をより迅速、的確に行い、救命率の向上を図ります。

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

両市立病院の医療体制の整備

［新規］� （市）

− 医療・患者サービスの質の向上と経営改善に向
けた経営実態の調査・分析
� （健康企画課）

実施

青葉病院の病院情報システムの構築

［拡充］� （市）

− 医療情報システムの拡充、クレジットカード決
済などのシステム開発
� （市立青葉病院医事課）

稼動

青葉病院の医療クラーク＊の導入

［新規］� （市）

− 医師の事務的業務の補助を行う医療クラーク＊

の導入
� （市立青葉病院医事課）

導入

青葉病院高度医療機器の整備

� （市）

− 高度医療機器

� （市立青葉病院総務課）

導入

青葉病院の診療機能の強化・充実

［拡充］� （市）

２人
−

前期研修（管理型）
後期研修
� （市立青葉病院総務課）

８人
５人

海浜病院の病院情報システムの構築
� （市）

実施調査 電子カルテ他
� （市立海浜病院医事課）

稼動

海浜病院の医療クラーク＊の導入

［新規］� （市）

− 医師の事務的業務の補助を行う医療クラーク＊

の導入
� （市立海浜病院医事課）

導入

病院機能評価の受審・認定（海浜病
院）
［新規］� （市）

− 日本医療機能評価機構による病院機能評価

� （市立海浜病院総務課）

認定

海浜病院の診療機能の強化・充実

［新規］� （市）

− 後期研修

� （市立海浜病院総務課）

３人

看護師養成施設の整備

◯再� （市）

整備中 中央区青葉町

� （健康企画課）

完成

自動体外式除細動器（AED）＊の設置

［新規］� （市）

18台 学校、公共施設、大規模集客施設、運動施設等
に設置
　265台
�（健康医療課、救急救助課、設置施設所管課）

283台
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第３節　食の安全と環境衛生の推進

施策展開

○ 市民の食の安全を確保するため、生産から流通、消費にいたる各過程において、適正な指
導に努めるとともに、食品営業施設等の監視体制や食品添加物、残留農薬等の検査体制の
充実・強化に努めます。
○ 動物愛護事業の一層の推進を図るため、動物愛護専門施設の整備について検討します。

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

地産地消の推進

◯再［拡充］� （市）

− 【土壌診断の充実強化】
　土壌分析機器１台
【地産地消の推進】
　�協議会、展示販売、シンポジウム、連絡会
議、講習会、体験ツアー
� （営農指導課）

実施

環境保全型農業の推進

◯再� （営農組合）

実施 営農組合への支援
地力増強用機械整備　９台
特別栽培農産物の適正表示
防虫ネットの導入
� （営農指導課）

実施

動物愛護専門施設の整備

［新規］� （市）

− 基本構想、用地取得

� （生活衛生課）

基本構想
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第３章　明るく活力ある超高齢社会を構築する

第１節　介護予防・生きがい対策の推進

施策展開

（1）　介護予防の充実
○ 高齢者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合
においても、可能な限り地域において、自立した日常生活を営むことができるよう支援す
るため、各種事業を充実します。
○ 地域住民の心身の健康保持及び生活安定のために、総合相談支援、介護予防ケアマネジメ
ントなどを行う地域包括支援センター＊を創設します。

（2）　生きがい対策の推進
○ 高齢者がいつまでも健康で生きがいのある生活を送れるよう、遊休農地等を利用して、野
菜や花を栽培するいきいき健康園芸を実施するとともに、いきいきセンターを整備しま
す。
○ 社会参加や多様化する学習ニーズに対応するため、ことぶき大学校に園芸学科を新設する
とともに、２クラス制の導入等により定員を増員します。
○ 高齢者と児童の世代間交流施設について検討します。

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

地域包括支援センター＊の創設

［新規］� （市）

− 介護予防ケアマネジメント、高齢者の権利擁護
事業等を総合的に実施
� （高齢福祉課）

12か所

介　

護　

予　

防　

の　

推　

進

介護予防教室

［新規］� （市）

− 総合介護予防コース　１コースあたり12回
標準介護予防コース　１コースあたり９回
初級介護予防コース　１コースあたり３回
� （健康企画課）

実施

口腔ケア

［新規］� （市）

− 歯科医師等による指導

� （健康企画課）

実施

訪問指導

［拡充］� （市）

実施 保健師等の訪問による指導

� （健康企画課）

実施

転倒骨折予防教室

［拡充］� （市）

実施 １コースあたり６回

� （健康企画課）

実施

高齢者運動機能向上教室

［新規］� （市）

− １コースあたり36回

� （健康企画課）

実施

介護予防相談

［拡充］� （市）

実施 介護予防教室修了者の事後指導等

� （健康企画課）

実施
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事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

介
護
予
防
の
推
進

生きがい活動支援通所

［拡充］� （市）

10か所 ６か所

� （高齢福祉課）

16か所

Ｂ型機能訓練＊

［拡充］� （市）

実施 公民館、自治会館等で実施

� （健康企画課）

実施

ミニデイ銭湯

［拡充］� （市）

300人 300人

� （高齢福祉課）

600人

高齢者筋力向上トレーニング

［新規］� （市）

− スクールスタイルコース　240人
フリースタイルコース　　120人
� （高齢福祉課）

実施

ことぶき大学校の拡充

［拡充］� （市）

３学科

46人
30人
24人

【学科新設】
　園芸学科（２年制）　30人
【定員増員】
　福祉健康学科　12人
　美術学科　　　30人（２クラス制）
　陶芸学科　　　36人（２クラス制）
� （高齢福祉課）

４学科

58人
60人
60人

いきいき健康園芸の拡充

［新規］� （市）

− ４か所

� （高齢福祉課）

４か所

いきいきセンターの整備

［拡充］� （市）

５か所 ５か所

� （高齢施設課）

10か所

幸老人センターの改修

［新規］� （市）

− 耐震対策のための移転改修

� （高齢施設課）

完了

子育て支援施設、高齢者施設等複合施
設の整備
◯再［新規］� （市）

− 基本構想、用地取得

� （子ども家庭福祉課）

基本構想

　

第２節　在宅サービスの充実

施策展開

○ 家庭での介護を継続し、要介護者が希望するサービスを利用することができるよう在宅
サービスの充実を図るとともに、短期入所生活介護施設（ショートステイ＊）を地域的な
配置バランスに配慮しながら整備を促進します。
○ 生活している地域でサービスを受けることができる地域密着型のサービスとして、小規模
多機能型居宅介護＊の整備を促進します。
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計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

短期入所生活介護施設（ショートステ
イ＊）の整備
［拡充］� （市）

528人 76人（定員増）

� （高齢施設課）

604人

小規模多機能型居宅介護＊の整備

［新規］� （市）

− 通所を中心に訪問や宿泊にも対応するサービス
　１か所
� （高齢施設課）

１か所

　

第３節　施設サービスの充実

施策展開

○ 要介護者等に対し、介護や日常生活上の世話等の施設サービスを提供する介護老人福祉施
設（特別養護老人ホーム）や、医学的管理のもとで介護、機能訓練、その他必要な医療及
び日常生活上の世話を行う介護老人保健施設の整備を地域的なバランスに留意し促進しま
す。
○ 生活している地域でサービスを受けることができる地域密着型の施設として、小規模特別
養護老人ホームの整備を促進します。
○ 市立の養護老人ホーム、特別養護老人ホームの和陽園の耐震対策について検討します。

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

特別養護老人ホームの整備

［拡充］� （市）

2,202人 250人（定員増）

� （高齢施設課）

2,452人

小規模特別養護老人ホームの整備

［新規］� （市）

− 身近な地域で入所することができる小規模な特
別養護老人ホーム
　29人
� （高齢施設課）

29人

介護老人保健施設の整備

［拡充］� （市）

1,874人 228人（定員増）

� （高齢施設課）

2,102人

和陽園の改修

� （市）

− 市立の養護老人ホーム、特別養護老人ホームの
耐震対策の検討
� （高齢施設課）

検討
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第４章　安心して子どもを生み、育て、働ける環境づくりを推進する

第１節　子育て支援施策の推進

施策展開

（1）　子育て支援の充実
○ 子育てに関する不安感や孤立感を緩和し、安心して楽しく子育てができるよう、基幹施設
の子育て支援館を中心に地域子育て支援センターや子育てリラックス館等の有機的な連携
を図ります。
○ 会員相互による援助活動であるファミリー・サポート・センター＊の機能を強化します。
○ 児童と高齢者の世代間交流施設について検討します。

（2）　保育サービスの充実
○ 保育所入所待機児童の解消に向けて、保育所（園）の整備、増改築、定員変更、定員の弾
力化などにより受入児童数の拡大を図ります。
○ 保護者の就労形態の多様化等に伴う保育ニーズにあわせた休日保育、一時・特定保育＊、
延長保育、産休明け保育、障害児保育などの多様な保育メニューの拡充や企業内保育施設
の育成に努めます。
○ 保育ルーム＊を育成し、保育の質の向上を図るとともに保育料の軽減に努めます。

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

子育て支援館の運営

［新規］� （市）

− 基幹型子育て支援センター

� （子育て支援課）

実施

地域子育て支援センターの拡充

［拡充］� （市）

５か所 ２か所［花見川区、緑区］

� （子育て支援課）

７か所

子育てリラックス館の拡充

［拡充］� （市）

７か所 空き店舗などを活用した子育て支援施設の拡充
　５か所
� （子育て支援課）

12か所
（各区２か所）

ファミリー・サポート・センター＊の
充実
［拡充］� （市）

− 各区にサブリーダーを配置
　各区２人
� （子育て支援課）

実施

子育て支援施設、高齢者施設等複合施
設の整備
［新規］� （市）

− 基本構想、用地取得

� （子ども家庭福祉課）

基本構想

保
育
所
の
充
実

保育所の整備

［拡充］� （市）

90か所 ５か所
［中央区、花見川区、緑区２か所、美浜区］
� （保育課）

95か所

保育所の改築

� （市）

− 増築　　　　　　　 　１か所
改築　　　　　　　 　10か所
耐震対策（仮設施設）　７か所
� （保育課）

実施
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第３部　安心して暮らせる健康福祉のまちを創る

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

保　
　

育　
　

所　
　

の　
　

充　
　

実

保育所の改修

� （市）

実施 トイレ、冷暖房設備等

� （保育課）

実施

保育所の定員変更

� （市）

− 入所定員の増

� （保育課）

111人増

保育所定員の弾力化

� （市）

− 基準の範囲内で入所定員を超える児童の受け入
れ
� （保育課）

297人増

休日保育の拡充

［拡充］� （市）

１か所 ３か所

� （保育課）

４か所

一時・特定保育＊の拡充

［拡充］� （市）

16か所 ７か所

� （保育課）

23か所

延長保育の拡充

［拡充］� （市）

88か所 ４か所

� （保育課）

92か所

産休明け保育の拡充

［拡充］� （市）

38か所 53か所

� （保育課）

91か所

障害児保育の拡充

［拡充］� （市）

50か所 すべての公立保育所・民間保育園で実施

� （保育課）

実施

企業内保育施設の育成

［拡充］� （市）

実施 企業内保育施設への助成

� （保育課）

実施

保育ルーム＊の育成

［拡充］� （市）

824人 保育ルーム＊の施設条件の改善・育成
　248人
� （保育課）

1,072人

　

第２節　子どもと母親の健康づくりの推進

施策展開

○ 絵本を通じて親子のふれあいやきずなを深めるブックスタート＊を実施します。
○ 保健福祉センターのボランティア活動室において、ボランティアが１歳未満児の預かり保
育を実施するとともに、保健師による育児相談を行います。
○ 母親が安心して妊娠・出産できるよう、専門的な相談や適切なアドバイスを行うとともに、
乳幼児が心身ともに健やかに成長できるよう、子どもや母親の健康の増進を図ります。
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計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

ブックスタート＊の実施

［新規］� （市）

− ４か月健診時に絵本の読み聞かせを指導

� （子育て支援課）

実施

マミーズサポート

［新規］� （市）

− 保健福祉センターにおいて、月１回程度、ボラ
ンティアによる預かり保育、育児相談等を実施
　６か所
� （子育て支援課）

実施

育児支援家庭訪問の充実

◯再［拡充］� （市）

実施 育児不安の強い家庭等を保健師が訪問

� （子育て支援課）

実施

妊婦健康診査の拡充

［拡充］� （市）

２回 妊婦健康診査に対する公費負担回数の増
　３回
� （子育て支援課）

５回

　

第３節　健全育成環境づくりの推進

施策展開

○ 子どもの自主性や社会性を高めるなど健全育成を図るため、子どもに健全な遊びと遊びの
場を提供するとともに、健康を増進し、情操を豊かにし、地域への情報発信拠点となる子
ども交流館を運営します。
○ 就労等により昼間、家庭に保護者のいない児童を対象に遊び場や生活の場を提供し、健全
な育成を図るため子どもルームを整備します。

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

子ども交流館の運営

［新規］� （市）

− 自然体験型ふれあい交流事業、地域派遣型プロ
グラム事業他
� （子ども家庭福祉課）

実施

子どもルームの拡充

［拡充］� （市）

98ルーム 子どもルームの施設整備
　開設　　　17小学校区
　耐震対策　７か所
　施設改善他
� （子ども家庭福祉課）

115ルーム
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第３部　安心して暮らせる健康福祉のまちを創る

第４節　支援を必要とする子どもや家庭への対応

施策展開

○ 家庭での養育が困難な子どもへの対応を図るため、児童養護施設を改築整備するととも
に、退所を間近に控えた子どもが退所後の環境により近い環境で生活できるようグループ
ホーム＊を開設します。
○ 児童養護施設や児童自立支援施設を退所した子どもが自立するための支援を充実します。
○ 母子相談の充実や就労促進を図るなど、多様な家庭の実情やニーズに応じた適切な支援施
策の充実に努めます。
○ 市民の子育てや虐待に関する相談体制を充実させるため、児童家庭支援センターを増設し
ます。
○ 育児不安や育児ストレスの解消を図るため、育児不安の強い家庭等に育児支援家庭訪問を
実施します。
○ 一時保護児童数の増加に対応するため、児童相談所の一時保護所を増築整備します。

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

児童養護施設の整備

� （市）

実施設計 家庭での養育が困難な児童の入所施設の整備
　改築　１か所［稲毛区］
� （子ども家庭福祉課）

完成

児童養護施設グループホーム＊の運営

［新規］� （市）

− 児童養護施設入所児童が退所準備のために共同
生活するグループホーム＊の運営支援
　１か所［稲毛区］
� （子ども家庭福祉課）

１か所

子育て短期支援の拡充

［拡充］� （市）

２か所 子どものショートステイ＊、トワイライトステイ＊

　２か所［稲毛区、若葉区］
� （子育て支援課）

４か所

自立援助ホーム＊の運営

［新規］� （市）

− 児童養護施設等を退所後、自立することが困難
な場合に共同生活する施設の運営
　１か所［花見川区］
� （子ども家庭福祉課）

１か所

母子生活支援施設の整備

� （市）

整備中 経済的理由で住居の確保が困難な母子家庭の入
所施設の整備
　改築　１か所［若葉区］
� （子ども家庭福祉課）

完成

ひとり親家庭生活支援の充実

［新規］� （市）

− 土日・夜間電話相談

� （子育て支援課）

実施

児童家庭支援センターの運営

［拡充］� （市）

１か所 虐待、非行等の児童に関する問題の相談
　１か所［若葉区］
� （子ども家庭福祉課）

２か所
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事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

育児支援家庭訪問の充実

［拡充］� （市）

実施 育児不安の強い家庭等を保健師が訪問

� （子育て支援課）

実施

児童相談所一時保護所の増築

［新規］� （市）

− 一時保護児童数の増加に対応するための増築
［美浜区］
� （児童相談所）

完成
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第５章　障害のある人もない人も共に暮らせる社会を実現する

第１節　障害児療育の充実

施策展開

○ 乳幼児の健康管理、疾病、障害児等の早期発見・対応を図るため、乳幼児健康診査や母子
保健体制の整備充実に努めます。
○ 障害児が身近な地域で指導・訓練等の専門的療育が受けられるよう、療育センターに知的
障害児通園施設を整備します。
　

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

療育センターの再整備

� （市）

整備中 施設の機能更新
知的障害児通園部門新設
� （障害企画課）

完了

知的障害児通園の拡充

［拡充］� （市）

３歳以上
40人

対象年齢拡大
　定員増30人
� （障害企画課）

２歳以上
70人

育児支援家庭訪問の充実

◯再［拡充］� （市）

実施 育児不安の強い家庭等を保健師が訪問

� （子育て支援課）

実施

　

第２節　自立と社会参加の促進

施策展開

○ 障害者の自立と社会参加の促進を図るため、パソコン技能を身につける知的障害者パソコ
ン講座を開設します。
○ 地域で適性と能力にあった就労の場を確保するため、企業の協力を得て、就労の支援を行
います。
○ 国民の障害に対する理解を広め、障害者の社会参加を推進するため、平成22年度に千葉県
で開催予定の全国障害者スポーツ大会の円滑な運営を図ります。
○ 障害児の自立と社会参加を図るため、障害児保育などメニューの拡充に努めます。
○ オストメイト＊が安心して外出できるよう、公共施設に設置されている身体障害者用トイ
レに、オストメイト＊対応トイレ設備を整備します。
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計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

障害者就労支援の拡充

［新規］� （市）

− 知的障害者パソコン講座

� （障害企画課）

実施

職場体験支援の拡充

［新規］� （市）

− 障害者の職場体験

� （障害企画課）

実施

第10回全国障害者スポーツ大会

［新規］� （市）

− 平成22年度開催

� （障害企画課）

開催

障害児保育の拡充

◯再［拡充］� （市）

50か所 すべての公立保育所・民間保育園で実施

� （保育課）

実施

オストメイト＊対応トイレ設備の整備

［新規］� （市）

− 16施設（18か所）

� （障害企画課）

16施設

　

第３節　地域生活の支援強化

施策展開

○ 知的障害や精神障害のある方が、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、日常生活の
援助等を受けながら共同生活を行うグループホーム＊等の整備を促進します。
○ 自閉症やアスペルガー症候群＊、学習障害、ADHD＊などの発達障害者に対し、乳幼児期
から成人期までの一貫した支援を行っていくため、支援の中枢を担う発達障害者支援セン
ターを設置します。
　

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

障害者グループホーム＊等の整備

［拡充］� （市）

36か所 36か所

� （障害企画課、障害者自立支援課）

72か所

発達障害者支援センターの運営

［新規］� （市）

− 自閉症などの発達障害に関する相談・療育支援
　１か所
� （障害者自立支援課）

１か所
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第４節　施設サービスの充実

施策展開

○ 障害者の自立と社会参加を目指し、介護や自立、就労のための訓練を行う障害福祉サービ
ス事業所等の整備を促進し、地域における居住の場や日中活動の場の確保を進めます。
○ 市民の心の健康に関する取り組みや精神障害者の福祉の推進を図るため、精神保健福祉に
関する普及啓発や相談に応じるとともに、保健所、保健センターなどへの技術援助などを
行う「こころの健康センター」を改築整備します。
　

計画事業一覧

事業名（事業主体） 17年度末現況 事業内容（担当課） 22年度末目標

障害者施設の整備

［拡充］� （市）

13か所
１か所
１か所
４か所

障害福祉サービス事業所　13か所
福祉ホーム　　　　　　　２か所
支援センター　　　　　　３か所
障害者支援施設　　　　　２か所
� （障害企画課、障害者自立支援課）

26か所
３か所
４か所
６か所

こころの健康センターの改築

� （市）

− 精神保健福祉の増進を図る施設

� （障害者自立支援課）

完成

　


